
登録基幹技能者制度推進協議会 技と経験を、現場の力に。

登録基幹技能者の
主任技術者要件への認定について

登録基幹技能者講習を修了した者のうち、許可を

受けようとする建設業の種類に応じ、国土交通大

臣が認めるもの（※）については、主任技術者の要

件を満たすものとして認められました。

（建設業法施行規則第7条の3の改正）

※建設業の種類に対応した登録基幹技能者講習に

関する告示を2018年4月1日に施行

登録基幹技能者データベースとCCUSとのデータ連携の実施を行う
登録基幹技能者制度の評価・活用の拡大に向けて、地方公共団体や独立行政法人などの公共発注者や総合工事業者等に対して、
CCUSの発注者支援機能と併せて、登録基幹技能者制度の周知活動を行い、発注者及び元請企業における活用の拡大を図る

2026年度重点取組

登録基幹技能者制度とは

登録基幹技能者とは、高度な技能と豊富な経験を
持ち、現場でのマネジメントも担う技能者を一定
の基準に基づいて登録・認定する制度です。対象
は作業の中核を担う50職種（2026年3月時点）で、
所定の講習・審査を経て認定されます。この制度
により、技能と管理能力を兼ね備えた人材の「見
える化」が進み、技能者の地位向上やキャリア形
成にもつながっています。

建設現場のリーダーとして、安全・品質・工程を支える「登録基幹技能者」。
建設業振興基金は、その制度を広く知ってもらうため、登録基幹技能者制度推進協議会の事務局を担い、周知・広報活動を展開しています。

建設キャリアアップシステム（CCUS）との関係性

登録基幹技能者は、技能者の経験や能力を評価するCCUSにおけるレベル評価で最上位（レベル4）とし

て位置づけられており、登録基幹技能者制度推進協議会としても有資格者へCCUSの登録及びレベル4の

取得を促進しています。

公共工事の品質確保の
促進に関する法律（品確法）




